
別紙様式第１号（第７条関係）   外国人留学生用 

                             受付番号       

 

               入 居 申 請 書 

 

                         平成  年  月  日 

 

  お茶の水女子大学副学長 殿 

 

                   （フリガナ） 

                    氏  名              

                    署  名              

                    生年月日   年  月  日（ 才） 

                    国籍                

 

  下記のとおりお茶の水女子大学国際学生宿舎に入居したいので，申請します。 

                                 

                   記 

 
 
 
 

 １在籍大学名 

      大学     学部       学科     年 

      大学院    研究科      専攻 

   平成  年  月入学 

 

 ２所属する身分  □留学生（□学部学生 □大学院学生 □研究生 □その他） 

 ３学費区分  □国費留学生 □外国政府派遣留学生 □私費留学生 □その他 

 ４来日年月        平成   年   月 

 ５在学予定期間       平成  年   月 ～ 平成  年   月 

 ６入居希望期間       平成  年  月 ～ 平成  年   月 

 ７学生寮・留学生会館等の施設の入居経験の有無    □有  □無 

     入居期間 平成  年   月   ～ 平成  年   月 

 ８現住所 
 

 ９本国住所 
 

 
 



 
 10 経済の状況 

  ・仕送り額  月額       円 

  ・奨学金（団体名        ）  年  月  日～  年  月  日 

         月額       円 

  ・アルバイト等収入額  月額       円 

  ・その他収入額     月額       円 

 

         収入合計 月額       円 

 

 11 入居希望理由及び現在住んでいるアパート等の家賃 

  （理由） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （家賃） 月額       円（契約書の写を添付すること。） 

 
 



























○国立大学法人お茶の水女子大学学生寮規程  

平成22年３月26日  

制定  

改正 平成23年２月23日 

平成25年１月16日  

平成25年６月12日  

平成26年７月29日  

（趣旨）  

第１条 この規程は、国立大学法人お茶の水女子大学組織運営規則第14条第２項の

規定に基づき、国立大学法人お茶の水女子大学（以下「本学」という。）の学生

寮の管理運営に関し必要な事項を定める。  

（目的）  

第２条 学生寮は本学の学生に安心かつ安全で、勉学及び共同生活に適した良好な

住環境を提供することにより、学生自身の自律性、協調性、寛容性の発展を目指

すことを目的とする。  

（管理運営）  

第３条 学生寮に管理運営責任者を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。  

２ 次の各号に掲げる学生寮の管理運営に関する事項は、国立大学法人お茶の水女

子大学学生委員会（以下「委員会」という。）が審議する。  

(1) 入寮者選考基準に関する事項  

(2) 入寮者の選考に関する事項  

(3) 第16条の規定に基づく退寮に関する事項  

(4) その他学生寮の管理運営に関する重要事項  

（学生寮の名称及び収容定員）  

第４条 学生寮の名称及び収容定員は、次の表に掲げるとおりとする。  

名称  収容定員  

小石川寮  79人  

国際学生宿舎  399人 

新寮  50人  

（入寮資格）  

第５条 各学生寮に入寮することのできる者は、本学の学生とし、学生寮ごとに次

に定める学生を対象とするものとする。  



(1) 小石川寮 大学院生（外国人留学生を除く）  

(2) 国際学生宿舎 学部１年生から４年生及び外国人留学生  

(3) 新寮 学部１年生、２年生（学部外国人留学生１年生、２年生を含む）  

２ 前項の規定にかかわらず、国際学生宿舎に入寮することのできる外国人留学生

は、次の各号のいずれかに該当する女子を含めるものとする。  

(1) 他国立大学所属の外国人留学生  

(2) その他管理運営責任者が適当と認めた外国人留学生  

（入寮手続）  

第６条 学生寮に入寮を希望する者は、所定の申請書類を管理運営責任者に提出し

なければならない。  

（選考及び許可）  

第７条 入寮者の選考は別に定める選考基準により行い、委員会の審議を経て管理

運営責任者が入寮を許可する。  

２ 特別な事情があると認める者の入寮の選考は、前項の選考基準によらず管理運

営責任者が行う。  

（入寮許可の取消し）  

第８条 入寮を許可された者が理由なく入寮の手続きを怠り、又は指定された期日

までに入寮しないときは、管理運営責任者は、当該入寮の許可を取り消すものと

する。  

（入寮期間）  

第９条 入寮の期間は以下の表のとおりとする。ただし、最短修業年限には休学期

間は含まないものとする。  

名称  対象  入寮期間  

小石川寮  大学院生  

（外国人留学生は除く）  

入寮許可日から最短修業年

限満了年度の3月25日ま

で。  

ただし、3月以上の留学期間

（休学による留学を除

く。）がある場合は、前記

の入寮期間に1年を超えない

範囲の期間を加えることが



できる。  

国際学生宿舎  学部学生（1～4年）  入寮許可日から最短修業年

限満了年度の3月25日ま

で。  

ただし、3月以上の留学期間

（休学による留学を除

く。）がある場合は、前記

の入寮期間に1年を超えない

範囲の期間を加えることが

できる。  

外国人留学生  別に定める  

新寮  学部学生（1、2年）  

（学部外国人留学生1、2年

を含む）  

学部2年修了時まで  

（入寮期間の延長）  

第10条 管理運営責任者は、真にやむを得ない特別の事情があると認めるときは、

委員会の議を経て、１年を超えない範囲で入寮期間の延長を許可することができ

る。  

（寄宿料等の納付）  

第11条 寄宿料の額及び徴収方法等については、国立大学法人お茶の水女子大学授

業料その他の費用に関する規則（以下「費用規則」という。）の定めるところに

よる。  

２ 既納の寄宿料等はいかなる理由があっても返還しない。  

（寄宿料以外の経費負担）  

第12条 学生寮に入寮を許可された者は、費用規則に規定する寄宿料のほか、光熱

水料等を負担しなければならない。  

２ 本学と入寮者が負担する光熱水料等の経費の負担区分は、別表のとおりとす

る。  

（施設の保全）  

第13条 入寮者は、学生寮の施設、設備、備品等（以下「施設等」という。）の保

全及び秩序の維持に努めるとともに、次に掲げる事項を遵守しなければならな

い。  



(1) 学生寮の全部又は一部を他の者に貸与しないこと。  

(2) 学生寮を居住以外の目的に使用しないこと。  

(3) 学生寮に入寮者以外の者を宿泊させないこと。ただし、特別の事情があり

管理運営責任者の許可を得た場合は、この限りでない。  

(4) 学生寮は、常に良好な状態で使用し、工作を加えないこと。  

(5) 防火管理、保健衛生管理、災害防止その他施設の管理運営上必要な措置に

ついては、管理運営責任者の指示に従うこと。  

（損害賠償）  

第14条 入寮者は、施設等を滅失、毀損又は汚損したときは、その損害を賠償し、

又はこれを原状に回復しなければならない。  

（退寮手続）  

第15条 学生寮を退寮しようとする者は、所定の退寮届により管理運営責任者に願

い出なければならない。  

２ 退寮する者は事前に居室の施設、設備、備品等について、管理運営責任者の指

定する者の検査を受けなければならない。  

３ 前項の規定は、次条各号の規定により退寮を命ぜられた者に準用する。  

（退寮）  

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、当該事実発生の日から２週間以内に

退寮しなければならない。  

(1) 休学者  

(2) 退学者  

(3) 除籍された者  

(4) ３月以上寄宿料等を滞納し、督促しても納付しないとき  

(5) 第９条及び第20条第１項に定める入寮期間を超えることとなる者  

(6) 集団生活の適応性を欠く者又は学生寮利用心得その他諸規定に違反する者

で、管理運営責任者が学生寮の管理運営上支障があると認めた者  

２ 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者が特別の事情があると認めた場合

は、退寮に必要な期間を与えることができる。  

（空室の活用）  

第17条 国際学生宿舎の空室（学生が入寮していない居室をいう。以下同じ。）に

ついては、その有効活用を図るため、当該空室を次の各号に掲げる者に短期間

（６か月以内）使用させることができる。  



(1) 大学間交流協定に基づく留学生  

(2) 教育研究等で来訪した研究者  

(3) その他管理運営責任者が特に必要があると認めた者  

２ 前項に定める国際学生宿舎の有効活用に関し必要な事項及びこの規定により難

い場合の取扱いについては、別に定める。  

（自治規約の制定）  

第18条 国際学生宿舎及び小石川寮の入寮者は、学生寮の自治に関する規約を制定

し、管理運営責任者の承認を得るものとする。  

（学生寮ガイドの作成）  

第19条 管理運営責任者は、入寮学生の為に学生寮ガイドを作成するものとする。  

（レジデント・アシスタント）  

第20条 第５条から第10条までの規定にかかわらず、新寮にレジデント・アシス

タントを置く。なお、レジデント・アシスタントの入寮期間は１年を上限とす

る。  

２ レジテント・アシスタントに関し必要な事項は、別に定める。  

（事務）  

第21条 学生寮に関する事務は、学生・キャリア支援課が行う。  

（その他）  

第22条 この規程の実施に関し、必要な事項は、別に定める。  

附 則  

１ この規程は、平成22年４月１日から施行する。  

２ 次に掲げる学内規程は、廃止する。  

(1) 国立大学法人お茶の水女子大学小石川寮規程  

(2) 国立大学法人お茶の水女子大学国際学生宿舎規程  

３ この規程の施行日の前日に学生寮に在寮し、引き続き施行日以後も在寮する学

生、又はこの規程の施行日の前日までに入寮が決定している学生については、国

立大学法人お茶の水女子大学小石川寮規程及び国立大学法人お茶の水女子大学国

際学生宿舎規程は、この規程の施行後も、なおその効力を有する。  

附 則（平成23年２月23日） 

この規程は、平成23年２月23日から施行し、平成23年１月１日から適用する。  

附 則（平成25年１月16日） 

この規程は、平成25年４月１日から施行する。  



附 則（平成25年６月12日） 

この規程は、平成25年６月12日から施行する。  

附 則（平成26年７月29日） 

この規程は、平成26年８月１日から施行する。  

別表（第12条関係）  

(1) 光熱水料の経費  

負担区分  

室名等  

光熱水料  

大学負担  入寮者負担  

居室   ○ 

浴室・脱衣所   ○ 

洗面、洗濯室   ○ 

トイレ   ○ 

職員トイレ  ○  

玄関ロビー  ○  

談話室   ○ 

廊下・階段  ○  

事務室  ○  

設備室  ○  

倉庫   ○ 

ゴミステーション   ○ 

基本料金  ○  

国際学生宿舎 経費負担区分  

負担区分  

室名等  

光熱水料  

大学負担  入寮者負担  

居室   ○ 

浴室   ○ 

シャワー室・脱衣室   ○ 

洗面室   ○ 

洗濯室   ○ 

補食室   ○ 

トイレ   ○ 



職員トイレ  ○  

玄関ロビー  ○  

多目的ホール   ○ 

和室   ○ 

廊下・階段  ○  

事務室  ○  

設備室  ○  

倉庫  ○  

ゴミステーション   ○ 

基本料金  ○  

新寮 経費負担区分  

負担区分  

室名等  

光熱水料  

大学負担  入寮者負担  

居室   ○ 

浴室・脱衣所   ○ 

洗面所   ○ 

洗濯室   ○ 

コミュニケートリビング   ○ 

トイレ   ○ 

職員トイレ  ○  

玄関ロビー  ○  

多目的ホール   ○ 

階段  ○  

事務室  ○  

設備室  ○  

倉庫   ○ 

ゴミステーション   ○ 

基本料金  ○  

(2) 消耗品等の費用  

全ての学生寮について、居室の清掃用品その他入寮者の私生活のため必要な

消耗品の費用並びに入寮者の排出するゴミ処理に要する費用及び入寮者の生活



の場に要する清掃費等の費用は、入寮者負担とする。  

 



○国立大学法人お茶の水女子大学学生寮規程実施細則  

平成22年３月26日  

学長裁定  

改正 平成23年１月19日 

平成23年３月28日  

平成25年４月17日  

平成26年１月28日  

平成26年７月29日  

（趣旨）  

第１条 この細則は、国立大学法人お茶の水女子大学学生寮規程（以下「規程」と

いう。）第21条の規定に基づき、規程の実施に関し必要な事項を定めるものとす

る。  

（寮職員）  

第２条 国立大学法人お茶の水女子大学（以下「本学」という。）学生・キャリア

支援課に所属する職員を「寮職員」とする。  

（留学生の定義）  

第３条 規程及びこの細則において「外国人留学生」とは、大学において教育を受

ける目的をもって入国し、大学に入学を許可された外国人で、次の各号に掲げる

者をいう。  

(1) 学部学生  

(2) 大学院学生  

(3) 研究生  

(4) 日本語・日本文化研修留学生  

(5) 大学間交流協定に基づく受入れ学生  

（入寮定員の内訳）  

第４条 規程第４条に定める国際学生宿舎の入寮定員の内訳は、次のとおりとす

る。ただし、空室のある場合はこの限りではない。  

学生の種別  定員  

本学の学部学生、大学院学生  257人 

本学の外国人留学生  131人 

他国立大学所属の外国人留学生  11人  

（留学生の入寮期間）  



第５条 規程第９条において定める外国人留学生の入寮期間は以下の表のとおりと

する。  

外国人留学生の種別  入寮期間  

学部学生  最短修業年限  

大学院学生  最短修業年限  

研究生  2年以内  

日本語・日本文化研修留学生  2年以内  

大学間交流協定に基づく受入れ学生  1年以内  

他国立大学所属の外国人留学生  申請書に記載された期間  

（入寮申請）  

第６条 規程第６条に規定する入寮願（別紙様式第１号）は、小石川寮及び新寮に

おいては別に定める募集期間の最終日までに、国際学生宿舎においては原則とし

て入寮を希望する日の７日前までに提出しなければならない。ただし、入寮申請

書類を海外在住等の都合により本人が提出できない場合は、代理者がこれを申請

することができる。  

（日本人学生申請基準）  

第７条 日本人学生の入寮者の申請は、地理的状況を考慮し、次の基準に該当する

者を対象とする。ただし、新寮への入寮を希望する場合にあっては、この規定は

適用しない。  

(1) 自宅（生計を一つにする家族の住居）からの通学の所要時間が片道２時間

以上の者  

(2) その他の事情により通学困難な者  

（日本人学生選考基準）  

第８条 日本人学生の入寮者の選考は、前条の申請基準に該当する者のうちから、

学生寮ごとに以下の選考基準に基づいて行う。  

学生寮  選考基準  

小石川寮及び国際学生宿

舎 

同一家計内における年間所得状況（国立大学法人お茶の

水女子大学授業料免除者選考基準（平成16年4月1日制

定）を準用して算出した家計評価額による。）の低い者

から順次入寮許可を与える。  

新寮  管理運営責任者が別に定める。  



２ 当該年度途中に欠員が生じた場合には、追加募集を行い選考する。  

（外国人留学生選考基準）  

第９条 外国人留学生の入寮者の選考は、次の各号に定めるところによる。  

(1) 申請者数が入寮可能室数に満たない場合は、申請者全員を入寮させる。  

(2) 申請者数が入寮可能室数を超える場合は、別表の順位による。  

(3) 前号の場合において、同順位の入寮申請者が入寮可能室数を超える場合

は、抽選により決定するものとする。ただし、抽選によることが適当でないと

認められる場合は、国立大学法人お茶の水女子大学学生委員会において協議す

るものとする。  

(4) 抽選には、管理運営責任者が指名する者が立ち会うものとする。  

（特例措置）  

第10条 学資負担者に、風水害、火災等の災害、不慮の事故又は特に考慮すべき事

態が生じた場合には、第７条から第９条の規定にかかわらず、入寮を許可するこ

とがある。  

（入寮許可）  

第11条 規程第７条により入寮を許可した者に対しては、入寮許可書（別紙様式第

２号）を交付するものとする。  

２ 入寮を許可された者は、指定された居室に、入寮許可期間の初日から10日以内

に入寮しなければならない。ただし、管理運営責任者が特別な理由があると認め

た場合は、この限りでない。  

（入寮手続）  

第12条 入寮を許可された者は、入寮の際、次に掲げる書類を管理運営責任者に提

出しなければならない。  

(1) 入寮届（別紙様式第３号）  

(2) 誓約書（別紙様式第４号）  

(3) 保証書（別紙様式第５号）  

（入寮期間の延長）  

第13条 規程第10条の規定により入寮期間の延長を希望する者は、入寮期間の満

了する日の１月前までに入寮期間延長申請書（別紙様式第６号）を管理運営責任

者に提出しなければならない。  

２ 管理運営責任者は、入寮期間の延長を許可したときは、その者に対して入寮期

間延長許可書（別紙様式第７号）を交付するものとする。  



（寄宿料）  

第14条 規程第11条第１項に規定する寄宿料は、毎月20日（当該日が日曜日に当

たるときは18日、月曜日でかつ休日にあたるときは17日、土曜日又は休日に当た

るときは19日とする。）までにその月分を本学財務課に納めなければならない。  

２ 前項の規定にかかわらず、月の20日以降に入寮するときは、その月の末日まで

に、月の20日以前に退寮するときは、退寮日までにその月分の寄宿料を納めなけ

ればならない。  

（光熱水料等）  

第15条 規程第12条に定める光熱水料等は、各居住者で均等に負担するものとす

る。  

２ 前項の経費は、旅行、帰省、短期留学及び外泊のため居住しない期間について

も徴収する。  

３ 第１項に定める光熱水料等は、管理運営責任者が指定する期日までに本学財務

課に納めなければならない。  

（入寮許可の取消し）  

第16条 管理運営責任者は、規程第８条の規定により入寮許可を取り消したとき

は、入寮許可取消通知書（別紙様式第８号）により本人に通知するものとする。  

（退寮手続）  

第17条 規程第15条第１項に規定する退寮届（別紙様式第９号）は、退寮する日

の15日前までに管理運営責任者に提出しなければならない。  

（退寮命令）  

第18条 管理運営責任者は、規程第16条第１項に基づいて退寮を命ずるときは、

退寮命令書（別紙様式第10号）により本人に通知するものとする。  

（施設、設備等の確認及び点検）  

第19条 入寮者は、居室の施設、設備等について、入寮時には寮職員の立会いのも

とに確認を行い、退寮時には寮職員による点検を受け、その指示に従わなければ

ならない。  

（旅行・帰省等）  

第20条 入寮者が、旅行、帰省、一時帰国及び外泊するときは、事前に旅行・帰

省・一時帰国・外泊届（別紙様式第11号）を管理運営責任者に提出しなければな

らない。  

（掲示物の許可）  



第21条 入寮者が寮内において掲示物を掲示するときは、事前に管理運営責任者に

届け出てその許可を得なければならない。  

（連絡協議会）  

第22条 委員会と入寮者との連絡を円滑にするため、学生寮ごとに連絡協議会を設

ける。  

２ 連絡協議会に関する事項については、別に定める。  

（雑則）  

第23条 この細則に定めるもののほか学生寮の運営に関し必要な事項は、管理運営

責任者が別に定める。  

附 則  

この細則は、平成22年４月１日から施行する。  

附 則（平成23年１月19日） 

この細則は、平成23年１月19日から施行する。  

附 則（平成23年３月28日） 

この細則は、平成23年３月28日から施行し、平成23年１月１日から適用する。  

附 則（平成25年４月17日） 

この細則は、平成25年４月１日から施行する。  

附 則（平成26年１月28日） 

１ この細則は、平成26年４月１日から施行する。  

２ この細則の施行の際現に国際学生宿舎に入寮する他国立大学所属の外国人留学

生については、改正後の第４条の規定にかかわらず、なお従前の例による。  

附 則（平成26年７月29日） 

この細則は、平成26年８月１日から施行する。  

別表（第９条関係）  

順位  各順位中の優先順位  

第1位 大学間交流協

定に基づく派

遣留学生  

1 学部学生  2 大学院学生    

第2位 国費の入学生  1 学部学生  2 大学院学生  3 大学院研究生  

第3位 政府派遣の入

学生  

1 学部学生  2 大学院学生  3 大学院研究生  



第4位 私費の入学生  1 学部学生  2 大学院学生    

第5位 国費の在学生  1 学部学生  2 大学院学生  3 大学院研究生  

第6位 政府派遣の在

学生  

1 学部学生  2 大学院学生  3 大学院研究生  

第7位 私費の在学生  1 学部学生  2 大学院学生    



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



別紙様式第１号（第６条関係）  

別紙様式第２号（第11条関係）  

別紙様式第３号（第12条関係）  

別紙様式第４号（第12条関係）  

別紙様式第５号（第12条関係）  

別紙様式第６号（第13条関係）  

別紙様式第７号（第13条関係）  

別紙様式第８号（第16条関係）  

別紙様式第９号（第17条関係）  

別紙様式第10号（第18条関係）  

別紙様式第11号（第20条関係）  

 


